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はじめに 

支援機器は、障害者の生活機能の維持、回復、向上を図るための機器のことであり、

語源は、英語のアシスティブ・テクノロジー(Assistive Technology)、略して、AT

だ。AT はこの分野の再編成を意図して 1990 年に成立した米国の法律、障害を持つ

人のための教育法(The Individuals with Disabilities Education Act、略称、

IDEA) の中で正式に紹介された。この法律は障害者のために開発される機器とサー

ビスを統合し、教育分野を中心に新しいテクノロジーを積極的に活用していくとい

う米国連邦政府の姿勢を明確にした。以後、障害者向けの機器や用具はアシスティ

ブ・デバイス(assistive device)とよばれるようになり、日本でも、和訳の支援機器

という言葉が使われるようになった。 

 

支援機器自体の歴史は古く紀元前５〜6 世紀の中国やギリシャに遡るが、今日、そ

の支援機器が大きな変革の時を迎えている。マサチューセッツ工科大学の Herr 教

授（2014）は、科学技術の進歩により障害という言葉が死語となる日が来るとさえ、

断言している。このような野心的なビジョンも飛び出す中、ロボット工学を中心に、

オーストラリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、日本、ニュージーラン

ド、韓国、スウェーデン、英国、米国などの諸国が支援機器の分野に進出している。

中国、インド、ロシアの活動が本格化するのも近い将来だろう。  
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社会的な関心事や技術開発能力などの違いにより、各国の支援機器への取り組み方

や進展度は様々だが、その中で、日本の支援機器の開発は高齢者のための支援機器

に焦点を絞った点、さらには、国の経済復興政策との関連が密であるという点で、

特に興味深い。新機種の市場進出が相次ぐ中、日本はこの分野を率先して進めてい

るといっても過言ではない。 

 

本稿は、介護ロボットやその他の支援機器のイノベーションを率先して進めている

日本の現状を紹介し、その進展に影響を及ぼす様々な要因を考察し、さらに、その

将来を検討することを目的とする。高齢化が世界的な規模で進行する中、日本のこ

の分野での経験を國際的な場面で共有することの意義は大きい。なお、日本では福

祉用具や福祉機器などの用語が使われるのが普通であり、支援機器では意味が分か

らないという批判もあるが、福祉という概念を超え日常化する機器や用具という意

味を込め、本稿ではあえて「支援機器」とする。 

支援機器発展の歴史 

今日、日本では支援機器の開発が積極的に進められているが、その出発点は、諸外

国、特に米国やヨーロッパの国々の成果に負うところが多い。また、今後も他国と

の関係を強化しながら開発を進めていくという姿勢を持続している。したがって、

日本の福祉機器を考える際、その世界的な背景を把握しておく必要がある。 

 

もっとも古い支援機器の記録としては、障害者を家具などに乗せて運ぶ様子が、紀

元前５〜6 世紀の中国の石板やギリシャの壺に残されている（Kamenetz、1969）。

障害者専用の用具の開発は、中世期頃に始まったと考えられ、1655 年に、下半身

不随の障害を持つドイツ人、ステファン・ファフラーが開発した三輪の車椅子など

がよく知られている。19 世紀の半ばにはフランスのブレイユが点字方式を発明した

が、それを改良したものは今でも使われている。20 世紀に入ってからは、欧米を中

心に大戦争が続発し、戦場の負傷が原因で障害者の生活を余儀なくされた若者が続

出した。その結果、障害が社会問題としてクローズアップされ、一部の国々で制度

的な対策が講じられるようになった。支援機器の改良も進み、フーバー式と呼ばれ
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る視覚障害者用に工夫された杖や、電動の車椅子など、新しい工夫が凝らされるよ

うになった。 

 

1960 年代に入ってからは、米国で始められた自立生活運動（The Independent 

Living Movement）が大きな影響をもたらした。この運動は公民権運動の影響を大

きく受け、障害があっても普通に生活する障害者の権利を主張し、1973 年に成立

したリハビリテーション法 （The Rehabilitation Act）や、1990 年の障害を持つ

アメリカ人法（The Americans with Disability Act）の成立に大きく貢献した。こ

れらの法律は、障害を理由とする差別撤廃の原則を樹立する上で相乗的な効果を発

揮し、支援機器の発展にも大きな影響を与えた。 

 

支援機器のイノベーションに先鞭をつけたのは、通称テック法とよばれる 1988 年

の米国の法律、障害者支援のためのテクノロジー活用法（The Technology-

Related Assistance for Individuals with Disabilities Act）と、本稿の最初に紹介

した IDEA 法だろう。テック法は、障害を持つ人々の生活機能を補助・補完する分

野に最新のテクノロジーを積極的に導入する米国連邦政府の姿勢を明確にした先駆

的な法律であり、その 2 年後の 1990 年に発表された IDEA 法は、教育界を中心に

分野の再編成を推し進め、AT を名称として定着させた。  

 

米国の法律や AT 分野の整備は、世界保健機構（WHO）の生活機能・疾病・健康に

関する国際分類（The International Classifications of Functioning, Diseases, 

and Health-ICF）の成立にも大きな影響を与えた。それまで使われていた損傷・障

害 ・ ハ ン デ キ ャ ッ プ に 関 す る 国 際 分 類 （ International Classification of 

Impairments, Disabilities, and Handicaps-ICIDH）は、障害の捉え方が固定的で

あり、医療モデルに頼りすぎると批判されていたが、ICF への移行によって生活機

能の側面から障害をとらえる視点が確立した。さらに、ICF は支援機器にテクノロ

ジーを導入することや、生活環境の整備が障害の対応策として重要であることなど

を明確にした。 

 



6 

 

日本の場合、国家としての支援機器普及制度の確立は、第二次世界大戦後間もない

1950 年の身体障害者福祉法を出発点にした、といってよいであろう。同法は戦地

から帰還した負傷兵が巷に満ち溢れていた時代を象徴する立法であった。その後、

1963 年に、老人福祉法が成立し、給付の条件を満たす 65 歳以上の高齢者を対象に

「日常生活上の便宜のための用具の給付ないしは貸与」が開始された。県や市町村

の取り組みも進め始められた。今日は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（障害者総合支援法）を中心に、障害者の支援機器の普及が進

められている。 

支援機器と介護ロボットの関係 

昨今、介護ロボットやケア・ロボットという言葉をよく耳にする。これらは、ロボ

ット機能を有する支援機器を指すが、ロボットでなくても新しいテクノロジーを盛

り込んだ機器であれば、介護ロボットと称されるのが普通だという（本間、2017）。

このように、介護ロボットという用語は、日常語化しているが、何がロボットなの

かの説明については戸惑う人も多い。新エネルギー産業技術総合開発機構

（NEDO）さえ、ロボット白書(2014)の中で、「ロボットについて完全に一般性を

もった定義という のは実は存在しない」と断言しているぐらいであるから、そのよ

うな反応も不思議はない。様々な定義が試みられても、ロボット自体の進化が著し

いので、長期間に渡って通用する定義を設定しにくいというのが実情のようだ。 

 

そのような現状を踏まえつつ、本稿では機能的な側面を重視した定義、「センサー、

知能・制御系、駆動系の 3 つの技術を有する知能化した機械システム」をロボット

の定義とする（経済産業省、2008）。換言すれば、ロボットは「感じ、考え、動

く」の 3 種類の機能がシステムとして統合され、社会の役に立つ機械と考えればよ

いだろう。センサーは「感じる」機能を担当する技術であり、よく利用されるのは

視覚、聴覚、触覚など人間の五感に相当するセンサーだが、それに加えて距離セン

サーや GPS センサーなど五感を超えるセンサーの利用も増えている。「考える」役

目を果たすのはコンピューターであり、それにより、センサーから得られる情報が

認識され整理され行動が計画される。アクチュエーターはモーターなどの動力源が

生成するエネルギーを、「動く」すなわち行動に変える機械である。この 3 つの技
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術を統合しシステム化したのが今日のロボットだが、日本は特にセンサーと制御技

術が進んでいると評価されている。 

 

国際ロボット技術連盟（International Federation of Robotics/IFR、2016）は、

ロボットを、産業ロボットとサービス・ロボットの 2 つのカテゴリーに分類し、サ

ービス・ロボットは、｢人間の生活に役立つサービスを自律的（ないしは、半自律

的）に提供するロボットであり、産業ロボット以外のもの ｣と定義している。サー

ビス・ロボットは、さらに、誰が何のために使用するかによって、プロフェッショ

ナルが使用するロボット（Professional Use）と個人や家庭で使うロボット

（Personal/Domestic Use）の２種類に分けられている。前者には、宇宙開発、鉱

業用、爆破作業、無人監視装置、災害対応用などのほか、手術やリハビリに使われ

る医療ロボットも含まれる。後者に含まれるのは、家庭や個人が使用する、掃除ロ

ボット、住宅用のセキュリティ装置、教育用・娯楽用のロボットなどであり、介護

ロボットもこの範疇に属する。 

支援機器のイノベーションに影響を与える要因 

日本の支援機器のイノベーションの進展に影響を与える主な要因としては（１）グ

ローバルな規模で進展する高齢化、とりわけ、超高齢社会に突入した日本の現状

（２）日本政府の高齢社会対策（３）経済復興の一環として介護ロボットや支援機

器をニッチ・マーケットとして開拓する日本政府の方針（４）グローバルな市場環

境と障壁、の 4 点が挙げられる。 

 

グローバル化する高齢社会：今日、高齢化はグローバルな規模で加速しているが、

その傾向が顕著になったのは 20 世紀の中盤からだ。1950 年から 2000 年の 50 年

間に、 平均寿命は世界平均で 20 年延長されているが、この傾向は今後も継続し、

2050 年の全世界の平均寿命は 75 年に達すると予測されている（The United 

Nations、2002）。さらに、日本を含む最長寿国グループの場合は、平均寿命が

90 年の大台に乗るのも時間の問題と指摘されている（Salomon、2012）。  
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とりわけ、日本の少子高齢社会への特化は際立っており、長寿と少子化の相乗効果

によりかつて例のないスピードで高齢化が進行している（内閣府、2017）。 

2016 年の段階で、65 歳以上の高齢者人口はすでに 3,400 万人、総人口の 27.3%

に達しており、さらに、その半分近くの 1,700 万人（13.3%）が 75 歳以上であっ

たと報告されている。さらに、2065 年には 65 歳以上の人口は総人口の 38.4%、

75 歳以上の人口は 25.5%に達すると予測されている。特に、後期高齢者人口の急

速な伸びが目立つが、この傾向はヨーロッパや一部のアジア諸国の長寿国において

も同様だ（Salomon、2012）。 

 

一方、元気な高齢者も増えており「今の 70 代は一昔前の 50 代ぐらいの元気があ

る」という声も聞かれる。このような意見が出るのは、平均健康寿命(HALE)が伸び

ていることからも明らかだ。ただし、HALE は伸びてはいるが、その速度は平均寿

命の伸びを下回るので、疾病や障害を抱える年数（すなわち、支援機器が役に立つ

であろう年数）も長くなっているというのが現状だ（Salomon、2012）。したが

って、健康寿命の伸びにしたがって支援機器の需要は抑えられたり減ったりする、

という予測は立てられない。 

 

高齢社会対策：高齢化社会に向けた日本の本格的な対応の出発点は、高齢化に伴う

医療・介護ニーズのへの懸念が表面化し始めた 1960 年代に成立した老人福祉法と

いってよいだろう（Campbell、1992）。 以降、主に北欧の社会福祉政策に啓発さ

れながら、日本政府は様々な政策を打ち出し、各種のプログラムを創出してきた。

その代表例としてあげられるのが、1989 年 に発表された高齢者保健福祉推進 10

カ年戦略（いわゆる、ゴールドプラン）であり、2000 年に施行された介護保険制

度だ。ゴールドプランの主目的は、高齢者を対象とした居宅介護サービスや介護施

設サービスの拡充だったが、特に重視されたのは家族の介護負担の軽減を目指した

介護職の専門化であった。介護保険は高齢者を主な対象として介護サービスを提供

する世界でもユニークな公的な保険制度であり、サービスは施設介護と居宅介護の

両面にまたがるが、最近は、後者を中心に据えた地域ケアの比重の高まりが目立つ。 
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介護保険の主な対象は、65 歳以上の高齢者で、要支援・要介護の認定を受けると、

その段階によって定められた範囲の介護サービスを受けることができる。支援機器

の開発事業にとって特に重要なのは、サービスの一環に含まれる福祉用具貸与制度

だ。居宅の高齢者を対象とし、全国的な規模で支援機器をレンタルする制度として

は初の試みであった。支援機器を障害者に支給する制度は他にもあるが、高齢期に

なってから支援機器が必要になる人には分かり難く使いづらいという声も高く、高

齢者の利用はごく限られているという（テクノエイド協会、2014）。 

 

介護保険の福祉用具レンタルは車椅子や特殊ベッドなど 13 品目の支援機器を、収

入に応じレンタル料の１割ないしは 2 割の利用者負担で、認定を受けた在宅の被保

険者に貸し出す制度だ。さらに、2013 年からはレンタルに際し福祉用具サービス

利用計画を策定することが義務付けられるようになった。その背景には、支援機器

の選択や利用については被保険者の残存生活機能の維持・向上の配慮が重要だとい

う認識の深まりがある（大橋、2013）。  

 

介護保険制度下の福祉用具貸与の課題の一つとして残されるのは、利用者が在宅の

被保険者に限られるという点だ。介護施設に入居する被保険者の場合は、本人に対

する給付ではなく、施設への備品経費の一部として支援機器は取り扱われている。

これは措置制度時代の名残であろうが、支援機器の利用が多い施設入居者が本人の

ニーズに合わせた支援機器ではなく、｢汎用性の高い備品として｣の支援機器の使用

を強いられるという矛盾が指摘されている（テクノエイド協会、2014）。このよう

に課題も残される介護保険制度下の貸与制度だが、高齢者に支援機器を普及させる

有効なメカニズムとしてその拡張が期待されている。介護ロボットやその他の革新

的な支援機器の導入については、ごく少数が実現したのみだが、審査のペースが

「3 年に一度」から「随時」に変更されるなど、臨機応変に対応できるよう、徐々

にではあるが、整備が進んでいる。 

 

経済復興：第二次世界大戦後、日本経済は波乱万丈の道を歩んできた。70 余年にわ

たるその歴史は、1945 年から 1973 年頃までの経済復興から高度成長に及ぶ第 1

期、世界の先端を行く工業国としての地位を確立し、バブル景気に至った 1990 年
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頃までの第 2 期、そして、そのバブル景気が破綻し模索を続けてきた過去 30 年間

の第 3 期に大別される。その中で、現在は国際的な産業経済競争の激化や高齢少子

化に伴う労働力不足などを理由に、長期的な経済復興の見通しを懸念する声が上が

っている。 

 

1990 年代以降、日本政府は様々な経済復興政策を試みてきたが、2013 年頃から将

来の経済ビジョンを明確にする動きが活発化し、日本再興戦略と題する総合的な経

済政策を打ち出している（内閣府、 2013）。最近の動きで特筆すべきは、2017 年

に発表された「ソサエティ 5.0 」と題する新しい経済社会のビジョンだ（日本経済

団体連合会、2017）。それによると、ソサエティ 5.0 が目指すのは、サイバー・テ

クノロジーが隅々にまで浸透した社会を創ることであり、その実現により少子高齢

化社会の諸問題が解決されると同時に、経済の復興が可能になるという、いわば、

一挙両得の構想だ。 

 

ソサエティ 5.0 のビジョンを実現するには、高度な技術力と工業力を最大限に活用

しつつ、ともすれば閉鎖的であった日本の技術・経済環境を大幅に改善し、ビジネ

スに適したグローバルな環境を整備する必要があるとされ、様々な方策が実行に移

され始めている。具体的には（１）経産省がリーダーシップをとる（２）行政面で

の垣根を取り払う（３）産学官の協働を強化する（４）開発の妨げとなる規制を改

善・緩和する（５）政府資金を大幅に投入する（６）オープン・イノベーションを

推進する（７）外国企業や機関との連携を強化する（８）海外の優秀な人材を誘致

する、などだ。日本は、日本株式会社など、称賛されると同時に揶揄された時代も

あったほど国内の結束力が強く、日本の独自性を強調することによって成果を上げ

てきた国だが、グローバルなビジネス環境の整備という点で EU 諸国や米国に後れ

をとってしまった感は否めない。ソサエティ 5.0 は、その弱点を克服し、世界を先

導する経済国家に返り咲こうという日本政府や経済界の決意を込めた方針といえる。

特に、その中に占めるロボット産業の重要性と高齢者のための支援機器開発の役割

を明らかにした点が興味深い。とりわけ、最近は高齢者やその家族が家庭で使いや

すいタイプの製品の開発へと対象の幅が広がっているのが注目される。 
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国際的な影響と貿易の障壁：日本は、諸外国の制度やプログラムから有益な部分や

興味深い部分を抽出し、日本の事情に合わせて改変し成果を上げてきた伝統がある。

これは支援機器分野のイノベーションにおいても同様だ。 

 

支援機器のイノベーションに先鞭をつけたのは米国のテック法であることは先述し

たが、その 5 年後の 1993 年には日本でも福祉用具法が成立した。同法へのテック

法の影響は明らかだが、それを日本の課題である高齢社会と経済復興という二つの

課題の解決策に結びつけたのが福祉用具法といってよいのではないだろうか。さら

に、同法は日本の事情に即し（１）経産省と厚労省が協力して支援機器の開発を推

進する（２）高齢者のための支援機器に主眼を置く（３）国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) の研究・開発事業の一つに支援機器を加え

る、という枠組みを明確にした。NEDO は、企業や大学で行われる先端的な産業技

術の研究開発事業を国家的なレベルでコーディネートし助成する目的で 1980 年に

設立された国の組織だが、その事業対象に支援機器が加えられたということは、日

本においても支援機器のイノベーション活動が本格化したことを示した。 

 

国際的な影響という視点からは、他国との支援機器の取り扱いの違いが、日本にと

って貿易上の障壁になっている点も見逃せない。特に、ヨーロッパ市場(EU)、米国、

それに、将来的に大きな市場と見込まれる中国との違いが重要だ。これらの国々は

共通して支援機器を医療機器として取り扱い、承認された製品でなければ販売でき

ない仕組みになっている。対照的に、日本では支援機器は日常用品扱いであり、安

全性、有効性、利便性などのデータがなくても市場に出せる仕組みになっている。

次に、EU、米国、中国の制度を要約する。 

 

EU：EU は、1985 年に締結された技術の調和と規制のための新方針（New 

Approach to Technical Harmonization and Standards）という協定により、

EU 内に流通する商品に CE マークと呼ばれる共通の認証票の貼り付けを義務づ

けている。支援機器の場合は医療機器とみなされるから、医療機器対象の CE マ

ークの貼り付けが必要だ。認証のレベルは、機器のリスクによって、I、II、III

の３クラスに分類され、申請には、レベルによって、有効性、安全性、利便性
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などのデータの提出が必要とされる。そして、このデータの義務化により、EU

全体の新製品の臨床テスト能力や評価能力が向上する仕組みになっている。特

に注目に値するのは、デンマークやスウェーデンが中心におこなっているユー

ザー・ドリブン・イノベーション（User-Driven Innovation）、すなわち、利

用者優先のイノベーションという手法だ。この手法は、開発の当初から臨床テ

ストを終えるまで、利用者の参加を求め、その意見を中心に開発を進めるとい

うものであり、支援機器の利用者が必要とする使い勝手の良い製品に仕上げる

のに有益な方法と評価されている。特に、デンマークは、自国製品の開発のみ

にとらわれず、自国の高齢者の役に立つものであれば、世界各国の支援機器を

サポートするというオープン・イノベーション方式を採用しており、後述する

パロなど日本の支援機器もその恩恵にあずかっている（日本政策投資銀行(DBJ)、

2014；OECD、2012）。 

 

米国：最大の支援機器市場と期待される米国に販路を広げるには、 まず、米国

連邦政府の食品医薬品局（Food and Drug Administration/FDA）から、医療

機器として認可されなければならない。リスクに応じて、認可レベルが 3 段階

に分けられていること、リスクが高いほど、綿密な審査の対象とされることな

どの点においても、EU と似ている。ただし、審査自体は EU より厳しいとみな

されており、まず、ヨーロッパで CE マークを確保してから、米国に販路を広げ

るという作戦をとる日本企業が多い。FDA の認可に加え、メディケアの耐久医

療機器（Durable Medical Equipment- DME）に指定されることも普及を確実

にする上で重要視されている。メディケアは、主に 65 歳以上の高齢者を対象と

する連邦政府の医療保険だが、DME に指定されると機器購入価格の 80%をメ

ディケアが負担するので、普及面でのメリットは大きい。しかし、この制度も、

最近は、条件が厳しくなり、DME の指定に加え、競争契約のプロセスを勝ち抜

いた業者の取り扱い商品リストにのることが条件とされる場合が増えている。

米国への輸出製品がこの難関を突破するキー・ポイントの一つは、効能、コス

ト・パフォーマンス、安全性などに関する第三者評価データの収集を、米国内

の有力機関に依頼することだといわれている。 
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中国：中国も、米国や EU 同様、支援機器を医療機器と見なしており、中国食品

医薬品局（China Food and Drug Administration/CFDA）の認可が必要だ。認

可の段階は上記の国々同様３段階に分けられているが、申請に関する情報が中

国語であることや、新技術やリスクの高い機器の場合は中国国内のデータとの

比較や中国での専門家会議の開催が求められるなど、外国からの申請のハード

ルが高いことが特徴だ。だが、市場としての将来性は疑いない。 

 

日本では、最近、補聴器が管理医療機器に指定された以外、支援機器の取り扱いに

変化は見られない。むしろ、現在のシステムは比較的短期間で支援機器を市場化す

るのに有効だと指摘する報告もある。（毛利、2016a）一方、支援機器の安全性に

対する懸念は国内でも高まっており、製品が市場に出る前に利便性、安全性、利便

性などの検証は必要だとの認識が広まっている。また、デンマークやスウェーデン

のユーザー・ドリブン・イノベーションへの関心も集まっている。 

支援機器のイノベーションを推し進める日本の政策 

1993 年の福祉用具法の成立に基づき、具体的な実行を先導したのは「課題解決型

福祉用具実用化支援事業」だ。この事業は、支援機器のイノベーションを助成する

事業であり、1993−1994 年を出発点に今日も継続されていることから、日本の支

援機器イノベーション政策のバックボーンの一つとみなすことができる。（NEDO、

2017a；NEDO、2017b）支援機器のイノベーションはリスクが大きく企業、特に

中小企業、が単独で実用化を図るのは難しい、という観点に立った助成事業で、助

成後 3 年以内に実用化の可能性がある支援機器を主な対象としてきた。助成額の上

限は、年間 2,000 万円、助成期限は 3 年以内と定められ、表１に示されるよう、

2016 年現在、222 の福祉機器開発がこの事業の支援を受け、その約半数の 107 件

が実用化を達成した。ただし、収益を上げる段階に至ったのは採択件数の５％にと

どまるという。高齢者の利用を目的とする介護ロボット開発が主眼だが、それ以外

の支援機器イノベーションへの助成も行われている。 
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表１. 課題解決型福祉用具実用化支援事業の実績（2016 年現在） 

年 

件数 給付総額 

（単位：億円） 

事業者数 

 応募  採択 
市場化実現 収益納付実現 

1994 118 19 2.88 0 0 

1995 77 9 1.78 4 0 

1996 128 13 1.67 8 1 

1997 123 13 1.95 6 1 

1998 123 15 2.06 13 1 

1999 158 20 2.42 10 2 

2000 183 21 2.43 6 0 

2001 129 10 2.44 10 2 

2002 121 10 1.57 7 1 

2003 115 5 0.88 9 0 

2004 131 10 1.14 4 0 

2005 77 5 1.29 4 0 

2006 43 5 1.5 4 1 

2007 34 5 1.07 2 0 

2008 56 7 1.03 1 0 

2009 45 4 0.93 2 0 

2010 75 11 1.01 3 0 

2011 29 11 0.54 4 1 

2012 45 7 0.52 4 0 

2013 58 7 0.33 4 0 

2014 34 7 0.90 3 0 

2015 33 3 1.15 0 1 

2016 38 3     

 合計 1,973 222 31.49 107 11 

資料：NEDO (2017b) 平成 29 年度実施方針：課題解決型福祉用具実現支援事業 
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事業開始当初の目標は基礎的な研究やそれを支える枠組み作りに費やされ、世間の

関心を集めることは稀であった。最初のロボット型支援機器として国内市場に登場

したのは、2002 年に発表されたマイスプーンだった。マイスプーンは手が不自由

でスプーンや箸が使えなくても、ジョイ・ステックの操作で自力で食事ができるよ

うサポートするロボットだ。介護ロボットの新製品が華々しく報道されるようにな

ったのは 2000 年代の中盤頃からであり、開発者も新進のロボット博士としてもて

はやされる時代が到来した。 

 

政府の介護ロボット政策やプロジェクトに大きな拍車をかけたのは、2011 年に総

合科学技術会議が発表した「平成 23 年度科学・技術重要施策アクション・プラ

ン」だ。同会議は内閣総理大臣をはじめとする閣僚と学識経験者で構成される国の

科学技術政策の元締めであり、後に総合科学技術イノベーション会議と改称されて

いる。2020 年をめどにしたアクション・プランに盛り込まれた支援機器開発の焦

点に当てられたのは、高齢者や障害者が楽に使える機器や、介護者の負担を軽減す

る機器であり（1）要介護者の増加が抑制され（２）高齢者と障害者の社会参加の

機会が増え（３）介護者の負担が軽減するとともに介護の質が高められ（4）産業

の国際競争力を高めること、に向けた支援機器の役割と期待が明確にされた（総合

科学技術会議、2011）。 

 

表 2 は 同プランの方針を具体化する一連の政策のうち、中心的なプロジェクトであ

り、（１）生活支援ロボット実用化プロジェクト(2009)（２）福祉用具・介護ロボ

ット実用化支援事業 (2011)（３）ロボット技術の介護利用 における重点分野策定 

(2012)（４）ロボット介護機器開発・ 導入促進事業 (2013)（５）ロボット介護機

器開発 5 ヵ年計画 (2013)（６）介護ロボット購入助成事業 (2014)などが含まれ

る。 
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表 2. 支援機器のイノベーションを促進する政府のプロジェクト 

プロジェクト 内容 

生活支援ロボット実用化 

プロジェクト (NEDO、

2011) 

2009年に開始され、2013年度までの5年間に、総額60億円を投

入し、福祉用具の安全性を検証する方法を確立し、安全技術を導

入した生活支援ロボットの開発支援を目的とした。  

福祉用具・介護ロボット

実用化支援事業 (厚労

省、2016)  

2011年に開始。年間予算8,300万円で、介護ロボット実用化に

向け、専門家によるアドバイスや介護施設でのモニター調査資金

の交付などの活動を通じて、開発者と介護の現 場をつなぐ支援

事業や実証実験を実施している。 

ロボット技術の介護利用 

における重点分野策定 

(厚労省、2014)  

2012年12月に公表。ロボット介護機器の開発・実用化に係る重

点分野として（1）移乗介助（2）移動 支援(装着型/非装着型)

（3）排泄支援（4）認知症見守りの4分野を選択し、2014年に

入浴支援を追加した。   

ロボット介護機器開発・ 

導入促進事業 (日本医療

研究開発機構、2017)  

2013年に年間予算30億円で開始。重点分野のロボット介護機器

を開発する企業等への補助と安全・性能基準作成など実用化に必

要な実証環境の整備を主目標とする。  

ロボット介護機器開発 5

ヵ年計画 (経産省、

2013)  

2013年の閣議決定。移乗介助、見守り支援等、安価で利便性の

高いロボット介護機器の開発をコンテスト方式で進めることや、 

安全基準及びそれに基づく認証制度の早期設置を目標に掲げてい

る。 

介護ロボット購入助成事

業 (テクノエイド協会、

n.d.) 

 

2014年度に開始。ロボット介護機器の量産化の道筋をつけるこ

とを目的とし、全国100ヵ所以上の介護施設にたいし、ロボット

購入費用の50％以上を助成する事業として発表された。同時

に、介護現場で活用される介護ロボットを対象に大規模な検証事

業を開始した。  

 

支援機器のイノベーションがロボットに限られないことは前述したが、ロボット技

術の導入を中心に進められてきたことは確かであり、その用途も幅広い。経産省と

厚生労働省は、2013 年に、共同事業としてロボット介護機器開発５カ年計画を発

表し、日本再興戦略の一環として、介護ロボットの開発と普及への支援を強化する

方針を明らかにした。表３は、この方針に基づいて、日本政府が重点的に開発と普
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及を援助する 5 種類の介護ロボット（移乗介助、移動支援、排泄支援、入浴支援、

見守り支援）の用途・条件・件数をまとめたものだ（経産省、2014; 厚労省、

2013; 経産省、2017）。支援の内容については、技術開発、実証研究によるデー

タ収集、販路の開拓など、申請された介護ロボットの実用化段階によって様々だ。 

 

表３. ロボット介護機器開発５カ年計画に含まれる介護ロボット 

機器タイプ 用途 採用の条件 採択件数と例 

移乗介助 装着型  ベッド、車椅子、便

器などからの移動ア

シスト 

 介助者の腰の負担軽減 

 介助者が単独で脱着可 

 総数：５件 

 例：サイバーダ

イン社のHAL®

腰タイプ介護支

援用 

非装着型 

 

ベッドから車椅子へ

の移動アシスト 

 介助者の単独操作可能 

 吊り下げ式移動用のリフ

トは対象外 

 総数：８件 

 例：マッスル社

のSASUKE 

装着型外出用（2017年に追加され、具体例の情報未発表） 

移動支援 屋外型 

 

高齢者の外出や買い

物をサポートする歩

行支援 

 利用者の単独操作可能 

 自力歩行支援 

 坂道の歩行を安全にパワ

ー・アシスト 

 総数：12件 

 例：RT.ワーク

ス社のRT.2 

屋内型 

 

高齢者の屋内移動や

立ち座り（特にトイ

レへの往復やトイレ

内での姿勢保持）の

サポート 

 自力歩行支援 

 単独ないしは介助者は一

人の使用を想定 

 他の歩行用具との併用可 

 総数：７件 

 例：サンヨーホ

ムズの「寄り添

い」ロボット 

排泄支援 

 

 排泄物の室内処理  室内設置可能 

 排泄物の室内への臭気発

散防止 

 総数：１０件 

 例：日本セイフ

テイ社のラップ

ポン 

 自助型排泄支援（2017年に追加され、具体例の情報未発表） 
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機器タイプ 用途 採用の条件 採択件数と例 

入浴支援  浴槽への出入りの動

作支援 

 単独ないしは介助者は一

人の使用を想定 

 家人の入浴の際は取り外

し可能 

 特別な工事不要 

 総数：５件 

 例：積水ホーム

テクノ社の

wells 

見守り支援 介護施設 

 

複数の要介護者を同

時に見守ることが可

能で、要介護者がベ

ッドから離れた場合

にも検知・通報能力

を備えたプラットフ

ォームや機器 

 介護者間の情報共有が可

能 

 常時使用が可能 

 他の機器やソフトウェア

との接続が可能 

 総数：２１件 

 例：イ

デアクエスト社

の非接触無拘束

ベッド見守りシ

ステム 

在宅 在宅で使用する、転

倒検知や外部通信機

能を備 えたプラッ

トフォーム 

 

 複数の部屋の同時見守り

可能 

 暗所・浴室の使用可能 

 要介護者から見守りの家

人への通報可能 

 要介護者特有の見守り指

標の設定可能 

 総数：１４件 

 例：ソルクシー

ズ社のいまイル

モHI 

施設支援 施設業務支援（2017年に追加され、具体例の情報未発表） 

資料：介護ロボットポータルサイト（2017）ロボット一覧  

 

この事業を国から委託された日本医療研究開発機構（AMED、2017）は、他の機関

とコンソーシアムを立ち上げ、情報共有を目的とする介護ロボットポータルサイト

を運営しているが、それによると、2017 年までの５カ年計画に採用され、援助を

受けた介護ロボット総数は 68 件にのぼり、そのうち、表 4 に見られるように、製

品化が実現しているのは 11 件だという。 
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表 4. 製品化が実現したロボット介護機器開発５カ年計画の 介護ロボット 

重点分野 製品名 企業名 

装着型移乗介助 
HAL®腰タイプ介護支援用  サイバーダイン社 

介護用マッスルスーツ  株式会社菊池製作所  

非装着型移乗介助 

移乗サポート Hug T1  富士機械製造社  

離床アシストリショーネ Plus  パナソニックエイジフリー社  

ROBOHELPER SASUKE  マッスル株式会社  

屋外型移動支援 
歩行アシストカート RT.１* RT.ワークス社  

歩行車フラテイア  カワムラサイクル社 

排泄支援 水洗ポータブルトイレ・キューレット アロン化成社  

介護施設向け見守

り支援 

3 次元電子マット式見守りシステム  ノーリップレシジョン社 

シルエット見守りセンサー  キング通信工業社  

見守りシステム・アウルサイト イデアクエスト社  

 *RT.1 の基本構造は、本稿で紹介する RT.2 と同じであり、RT.２に先立って発売された。 

資料：経済産業省/AMED ロボット介護機器開発・導入促進事業 製品化機器一覧  

 

支援機器のイノベーションが進むにつれ、また、ヨーロッパや米国の市場の認証制

度の経験を得ることにより、支援機器の効能、安全性、利便性などのデータを明ら

かにする必要性の認識が日本国内で高まった。支援機器の欠陥や誤った使用による

事故が相次いで報道されるようになったことも、制度の整備をうながすことになっ

た。主な動きとしてあげられるのは（１）経産省が 2008 年から開始した福祉用具

専用の JIS マーク表示制度（２）厚労省がテクノエイド協会と共同で行っている福

祉用具臨床的評価事業（３）NEDO が他国と協力して策定したパーソナル・ケア・

ロボットの安全性に関する国際規格(ISO13482)だ（相沢、2014; 厚労省、2017）。

福祉用具専用の JIS マークと臨床的評価事業は、共に、任意の認証制度であり、

ISO13482 は、NEDO が、ドイツなどと協力し、世界で初めて策定したパーソナ

ル・ケア・ロボットの安全性に関する国際規格だ。新しい分野の規格ということも

あり、ISO13482 には、数値的な基準がほとんど含まれておらず、審査を行う機関

の実力と国際的な信用が特に大切な規格だと指摘されている。後述する HAL®は、
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ISO13482 を世界で初めて取得し、RT.2 もその先行型の RT.1 と共にこの国際規格

の認証を得ている。 

 

国の政策やプロジェクトは県や地方自治体にも大きな影響を及ぼし、独自の事業も

開始されている。特に、地域活性化総合特区に指定されているさがみロボット産業

特区と岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区の活動は、新しい支援機器の

開発と普及を事業内容に組み込んでいるという点で注目に値する（大沢、2014）。 

特区には幾つかの種類があるが、地域活性化総合特区は資源を最大に活用して、当

面する経済的・社会的問題の解決、地場産業の育成、および、地域の活性化を図る

地方自治体主体の活動を国が支援する制度だ。このタイプの特区に指定されると税

制措置、財政措置、金融措置等を総合的に受けられ、かつ、目標達成を阻む規制が

緩和されるなどの恩恵に浴することができる。 

 

さがみロボット産業特区はロボット産業を地場産業として育成する目標を掲げてい

るが、その一環として、ロボット技術を駆使した支援機器を特区内の介護施設に貸

し出すプロジェクトを 2010 年に開始した。表５は、このプロジェクトに参加した

28 施設から得た改良すべき点についての意見をかながわ福祉サービス振興会

（2012）がまとめたものだ。内容としては（１）購入しやすい価格にすること

（２）現場のニーズに対する理解を深めること（３）安全性に関する情報をふやす

こと（４）使い手の身になって使い勝手を向上させること（５）介護ロボットに関

する基本情報及び事例や実績などの情報を提供し総体的な理解促進を図ること

（６）利用の準備に要する時間を減らすこと（７）新しい試みに尻込みする経営方

針を改めること、などの提案や懸念が浮かび上がってくる。また、これ見よがしの

大げさな機器は反感を持たれると共に、介護は人の力でという考え方が根強いこと

も明らかになった。 
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表 5. 試験的に利用した介護ロボットにまつわる問題点 

回答内容の分類 回答要旨 回答施設数 

製品の価格、

機能など 

価格 価格が高い（高すぎる） 21 

費用効果 費用対効果がわからない(見えない) 9 

機能 

 完成度が低い、現場ニーズと乖離 

 介護施設のニーズの理解不足 

 大仰で、使用準備などに手間がかかる 

9 

安全性 安全性に不安がある 8 

使い勝手 人が介在しないと使えない 5 

情報 
基本情報 

そもそも情報がなさすぎるので、介護ロ

ボットのことがよくわからない 
6 

導入実績・事例 事例 実績・事例がわからない 4 

介護施設の経営特性や経営意識 
 資金的余裕がない 

 危機意識、問題意識が希薄 
6 

介護に対する意識 介護は人で。ロボットには無理 5 

資料：かながわ福祉サービス振興会(2012) 平成 23 年度介護医療分野ロボット普及推進モデル事業報告書 143 ページ 

 

岡山市の特区活動の目標は、高齢社会への対応が十分に行き届いた環境創りである

が、その一環として、2014 年に在宅の高齢者を対象に新しいタイプの支援機器を

貸し出す貸与事業が開始された。貸し出し品目は、介護ロボットのみに限らず、介

護保険のレンタルに加えられるべきと同市が判断する新しいタイプの製品が中心で

あり、ダイヤ工業のパワーアシストグローブなど、地元の企業が開発した製品を積

極的に支援する方針も盛り込まれている。公募を通じて採用された支援機器は、介

護保険の貸し出し条件に準じ、レンタル料は利用者負担 10%で高齢の岡山市民に貸

し出されている。レンタル・データを利用者から収集し、貸し出された支援機器が

介護保険の対象品目に加えられるよう実績を積み上げていくというのが、特区とし

ての岡山市の狙いだ。データの収集や分析は市が福祉機器の製造メーカーや地元の

大学と協力して行い、介護保険の責任官庁である厚労省とも連絡を取りながら進め
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ている。表 6 は、2018 年現在の貸し出し品目とレンタル料の一覧表だ（岡山市、

2018）。 

 

表 6. 岡山市福祉用具レンタル一覧表  

支援タイプ 用具名 メーカー 利用料 

入浴 シャワー温浴チェア 積水ホーム 500 円/月 

コミュニケーション パロ 知能システム 2,000 円/月  

握力アシスト パワーアシストグローブ ダイヤ工業 1,700 円/月 

服薬 

服薬支援ロボ ケアポット 1,500 円/月 

e-お薬さん エイザイ 1,000 円/月 

お薬飲んでね！ 上島電興 800 円/月 

みまもり おだやかタイム F.S.C. 1,600 円/月 

排泄 ラップポン 日本セイフティー 800 円/月 

歩行器 
アクシブ ナンブ 1,000 円/月 

快速ウオーカー ウエルファン 350 円/月 

姿勢矯正 トランク・ソルーション TSC 1,400 円/月 

歩行・車椅子用室内

スロープ 
ハートフル・スロープ ナカシマ建創 850 円/月 

資料：岡山市(2018) 岡山市総合特区事業 最先端の介護機器のレンタルのご案内 

 

例えば、コミュニケーション・ロボットのパロは 2014 年から 2016 年の 2 年間に、

52 人の高齢者に平均 6.1 カ月間貸し出された。その間に集められた家族からの情報

を基に、岡山市 (2016) は認知症の問題行動の減少にパロは効果的だったと報告し

ている。同じ報告書は心理的な負担が減ったという家族の報告も指摘している。反

面、利用者の 32%が 2 か月以内にレンタルを中止したことから、パロの使用が必

要かどうかを判断する事前のアセスメントが大切とも言及している。岡山プロジェ

クトは、開始以来、多少、レンタル製品の入れ替えがあったが、大きな成果として

は、RT.２（岡山市のレンタル品目であった歩行器ロボット RT.1 の改良型）が

2016 年に介護保険適用になったことが挙げられる。 
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さがみ、岡山、及びその他の都市で集められた介護ロボット利用に関するデータは

貴重であり多くの示唆を含んでいるが、調査内容や分析方法にバラツキがみられ、

うまく蓄積されていないという印象が強い。支援機器の製品化が着々と進行しつつ

ある現在、利用者からのフィードバックや臨床データが、政策やプログラムに十分

生かされるよう一層の連携と整備が必要なのではないだろうか。 

 

日本政府は、2014 年に、ロボット革命実現会議を開催し、2020 年の介護・医療分

野のロボットの国内市場での売り上げ目標を 500 億円に定めた（本間、2017)。 

そのうち、支援機器系のロボットの売り上げ高は 150 億円に達すると予測されてい

るが、その期限が 2 年後に迫った今日、目標が達成できるか、さらには、どのよう

な状況での達成が可能なのか興味深い（毛利、2016a）。 

高齢者の視点 

平成 28 年度厚生労働白書に記載された世論調査によると、高齢者の 72.8%が自宅

に住み続けたいと答えたという(厚労省、2016)。別の調査では、高齢者の 68%が

日常生活を暮らしやすくするために支援機器を使用したいと答えている（内閣府、

2014）。高齢者以外の年齢層も含む別の調査（内閣府政府広報室、2013a）では、

回答者の 60%が介護ロボットに好意的な見方を示している。その内訳は（１）介護

者の負担が減少する（64%）（２）介護者に気を使わなくてよい（42%）（３）自

分でできることが増える（36%）（４）心身の機能低下防止に役立つ（21%）など

であった。 

 

今までの高齢者対象の調査は介護や経済不安をテーマにしたものが多かったが、平

均健康寿命の伸びに伴い、今後は自立生活やテクノロジー利用について、高齢者自

身の意見や考え方に焦点を当てた調査を増やすべきであろう。特に、団塊の世代全

員が 65 歳以上の高齢者になった今日、高齢者自身がどのような高齢期の過ごし方

を望んでいるのか興味深い。米国では第二次大戦後の 1946 年から 1964 年の 18

年間に生まれた世代をベビー・ブーマー、略してブーマーと呼んでいるが、このブ

ーマー世代は前世代に比べ、教育程度が高く職業経験の幅も広く進取の気風に満ち

ているといわれる。前世代に比べるとテクノロジーにも慣れている。日本の団塊の
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世代は米国のブーマーに匹敵する生活体験や指向性があるといわれるが、政府の調

査でもそれを裏づける結果が出ているようだ（内閣府、2013b）。この世代が 70

歳代に入りつつある今日、介護ロボットやその他の新しい支援機器とどのように向

き合っていくのか興味深い。その意味からも、この世代を対象とした支援機器の利

用に関する具体的な調査が行われることに期待する。 

 

昨今、高齢者や障害者の自立のサポートを目標に掲げる政策やプログラムが当たり

前になってきた。日本でも、「自立」は昔からある言葉だが、もとは、若者の経済

的な独り立ちを促した責任を全面に押し出した言葉であった。対照的に今日の自立

は、米国の自立生活運動などの影響が大きく、障害があっても社会の中で普通に暮

らす権利としての自立として捉えられている。したがって、専門家（神部、1995；

テクノエイド協会、2014）は、特に日本の場合、この点を取り違えないよう、十分

留意する必要があると警告している。高齢者の自立という目標に向かい、どのよう

な支援機器が望まれるのか、そしてそれをどのように使いこなしていくのか、高齢

者の考えをしっかり見極めることが大切であろう。 

支援機器のイノベーションの実例 

1993 年以来、日本では、課題解決型福祉用具実用化開発支援事業などを出発点に

支援機器の開発が勧められ、介護ロボット開発 5 ヵ年計画へと受け継がれてきた。

今日、前者に採用された企画の約半数が実用化されたことについては前述したが、

商業ベースに乗った製品はまだごく少数である点にも留意したい。最近の政策で特

に注目されるのは、「少し不自由な高齢者」すなわち日常生活に何らかの不自由や

不便を感じる高齢者の自立生活を支える支援機器の開発への関心が高まっているこ

とだ。支援機器が自立生活に有効であるというデータはまだ出ていないと警告する

報告書（毛利、2016b）もあるが、世界的な傾向である高齢者の自立志向に向けて、

支援機器がどのような役割を果たしていくのか興味深い。 

 

本章では、日本の支援機器イノベーションの流れの中で開発された代表的な支援機

器４例（RT.2、HAL®、 パロ、comuoon）を紹介する。無論、この４例のみで、

その全貌が明らかになるわけではないが、いずれも評判の高い機器であり、この分
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野の過程と将来を考える上で大いに参考になると思われる。なお、取り上げた例か

らも明らかなように、最近の支援機器は意図的に英語の名称を付けた製品が多いの

が特徴だ。その裏には時代を先取りするモノというイメージ作戦と共に、グローバ

ルな市場で使える名称という意図が認められる。なお本稿では、各社がカタログな

どでよく使っている名称やスペリングをそのまま採用した。 

 

RT.2：紹介する四例のうち、ロボット技術を支援機

器に導入した例として最もわかりやすいのは、RT.ワ

ークス社の歩行支援ロボット RT.2 だろう。RT.2 は

その先行型の RT.１と共に、歩行器にロボット機能

を搭載する新境地を開拓した。RT.２は RT.1 のロボ

ット機能を引き継いでおり、両モデルはロボット機能の側面から同じものとみなさ

れることもある。なお、RT.１のロボット機能は高和製作所が製造するリトルキー

パスという歩行器にも使われている。本稿では、介護保険のレンタル機器に指定さ

れた RT.２を、RT.１のロボット機能としての成果を含めた製品として紹介する。 

 

RT.2 は、4 輪の歩行器で、前面には椅子にもなるバスケットがとりつけられている。

重さは 9 キロ、たたんで、車の荷台に積むこともできる。ロボット技術を搭載する

ことによって、歩行器を使っての外出をより楽にし快適にすることが狙いだと言う。

センサーが道路情報をコントロール・システムに伝えて動力を始動させ、坂の上り

下りや傾いた道など歩きにくく歩行器が使いにくかった場所も、ロボット機能の導

入によって安全で楽に歩けるという。RT.2 に使われているロボット技術は（1）6

軸モーション・センサーなどのセンサー（2）使用者の動きを察知するようハンド

ルに取り付けられたグリップ・センサー（3）路面状況や人の動きをリアルタイム

でフィードバックし駆動するブレーキ制御装置（4）動力源としてのリチウム・イ

オン・バッテリーであり、前述の通り ISO13482 の認証済みだ。 

 

RT.2 に使用した技術は車椅子への応用も可能だったが、歩くことを支援する機器の

方が高齢者の自立に役立ち、支援機器の将来に大きなインパクトを与えられると考

え、歩行器開発の道を選んだと開発のリーダーである藤井は説明している（藤井、

©RT.ワークス株式会社 
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2017）。 これは車椅子の重要性を否定するものではなく、いずれ車椅子が必要に

なることがあるとしても、その時期を先延ばしにするには使いやすい歩行ロボット

の開発が急務だと考えたからだという。そのため、開発にあたっては（１）使い勝

手がいいこと（２）安心して使えること（３）これなら使っても良いと思ってもら

えるようなスマートなデザインを目標にしたという。 

 

RT.ワークス社は、ロボット介護機器開発・導入促進事業の支援をうけて RT.1 を開

発し、その後介護保険対応モデルとして独自に RT.２を開発した。RT.2 は、RT.１

に比べ軽量であり、ハンドルなどデザイン上の違いもある。藤井は、RT.2 に満足し

ているが、RT.1 のキー・テクノロジーとみなしていた IoT が、RT.２のベース機能

から外されたことは残念だったと述べている。IoT はいわゆるモノのインターネッ

トであり、RT.1 の場合、IoT が搭載されていることにより、各種のヘルス・データ

の中央集積、GPS による位置確認、天気予報のチェック、転倒時の緊急連絡、クラ

ウド・サービスのアクセスなど、外出の便と健康の増進に役立つ様々な情報の処理

が可能だ。これらの機能はスマートフォンやアイパッドを使うことによって補える

ものもあるが、RT.2 に IoT が搭載されていれば、より簡便に指先一つで操作でき

個人でアプリを探す必要もない。なお RT.2 にオプションとして IoT を搭載する件

は、現在検討中だという。 

 

RT.2 は、先述のリトルキーパスとともに、最優秀中小ベンチャー企業部門で、

2016 年に、第 7 回ロボット大賞を受賞している。ロボット大賞は、経産省と日本

機械連合会の共催で、将来性のあるロボット開発事業に与えられる名誉であり、

RT.2 の受賞理由には、社会的なニーズが明確であり、技術的によく練られているこ

とが あげられている。 

 

歩行器の国内需要は年間約 20 万台で、1 万台売れれば、大ヒット商品とみなされ

るという。RT.ワークス社は、それを目標に、地域と結びついたマーケティング戦

略を立てており、また、足腰が弱くなっても、一人でトイレに行けるよう開発中の

RT 屋内版も完成間近だという。（藤井、2017） 

※「RT.2」は RT.ワークス株式会社の登録商標です。 
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HAL®：日本の支援機器イノベーションの代表例としてまず頭に浮かぶのは、サイ

バーダイン社のロボット HAL®だろう。HAL®の名称は英語の Hybrid Assistive 

Limb（融合型支援四肢）の頭文字からとられ、いくつもの異なる制御システムをハ

イブリッド（融合）させて四肢の動きをアシストする機械（ロボット）という意味

が込められている。短期間に実用化された RT.2 と対照的に、HAL®開発の歴史はそ

のまま、日本の支援機器のイノベーションの歴史といってよいだろう。 

 

HAL®の開発者は筑波大学の山海嘉之だが、同氏は大学院

生時代から HAL®のアイディアを温め始め、1991 年に医

療用途を目指して本格的に HAL®の基礎研究を開始した

(山海、2018)。1988 年の米国のテック法と 1993 年の

日本の福祉用具法の中間に当たる時期であるが、これは

世界的に先端技術を支援機器に導入する動きが見え始め、

日本でも開発環境を整備する動きが出始めた時期だ。山

海はその時点で最も必要とされた才能の持ち主の一人で

あり、同時にその恩恵を受けた研究者といえる。 

 

その後、2009 年に新設された最先端研究開発支援プログラムにおいて、山海は日

本の最先端研究者 30 人の一人に選ばれ、HAL®開発を大きく前進させる機会に恵ま

れた。このプログラムは、通称 FIRST と称される総合科学技術会議の重要な政策で

あり、総額一千億円の研究・開発費が、研究者一人につき上限 50 億円をメドに助

成された大規模な試みであった。助成の対象となったのはいずれも日本の科学技術

を代表する研究者とその研究部門であり、3 年から 5 年の間に世界のトップレベル

の研究成果を上げる見込みが大きいことが助成の条件であった(内閣府、2009)。 

さらに、平成 27 年版科学技術白書は、2005-2015 年の 10 年間に国民生活に変化

をもたらした科学技術の具体例 8 例の一つとして HAL®を詳しく紹介している(文部

科学省、2015)。これらの実績は山海が医療機器のみならず福祉機器の開発を推進

させる上で大きな役割を果たしてきたことを示す。 

 

©CYBERDYNE 株式会社 

©CYBERDYNE 株式会社 
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山海によれば、HAL®は世界初のサイボーグ型ロボットであるという（立山、

2017）。サイボーグはヒューマノイドと異なり、自分の行動を自分で決めるタイプ

のロボットではなく、装着する人の意思を読み取りそれにもとづいた行動ができる

よう、機械力、情報力のいずれか、ないしは、その両方を活用して人を支援するロ

ボットだ。いくつもの HAL®のうち、最初に実用化されたのは高齢者や障害者の歩

行をアシストする HAL®福祉用であり、2009 年にレンタルが開始された。製造と販

売を担当するのはベンチャー企業として設立されたサイバーダイン社だ。その後種

類が増え、今日では医療用、介護支援用、作業支援用、自立支援用など様々な用途

の HAL®が登場している。装着スタイルも、福祉用は 片脚型と両脚型の二種類だっ

たが、現在は、腰型、ポータブルに持ち運びができる単関節型など多様化している。 

 

HAL®のキー・テクノロジーとして、まず、挙げられるのは BES と略される生体電

位信号 (Bio－Electrical Signal) を、皮膚の表面に張り付けた電極を通してキャッ

チするセンサーだ。人が歩こうとする時、脳から筋肉に指令が発せられ、それをキ

ャッチした筋肉が収縮し BES が皮膚の表面に漏れ出す。山海はこの現象に注目し、

漏れ出た BES を検出できるセンサーがあれば、脳が何をしようとしているのか感知

できると考えた。しかし、漏れ出る BES の量はごく微量であったり、まばらであっ

たりするため、人体外部からの電気ノイズへの対策などが必要であり、そのため、

実用化に向けて長い年月を要したという。さらに、HAL®は複数の制御システムを搭

載しており、これらは総称してハイブリッド制御システムと名付けられている。こ

のシステムは、山海が創設した サイバニクス(人・ロボット・情報系の融合と複合

を目的とする学問体系）に基づいて開発されたが、装着する人の意思に応じてスム

ーズにその動作をアシストするというのがその狙いだ。 

 

今話題の HAL®医療用下肢タイプは、人の脳神経系と HAL®の間に人体内外を通じ

たインタラクティブ・バイオ・フィードバック(interactive Bio Feedback, iBF)の

ループを構築し、身体機能の改善と再生を促進する治療用の医療機器だ。HAL®を装

着することにより、そのアシストでうまく歩けた時の感覚が脳に送られる。その繰

り返しにより、患者は身体に過剰な負担をかけることなく神経系のループを適切に

回すことができるようになり、身体機能の改善と再生が促されるため、脳・神経・
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筋系の治療に有効だというのが山海の提唱する iBF の理論だ。この理論に基づいた

HAL®は治験によって医学的効果・効能と安全性が示され、医療用治療機器として薬

事承認・保険適用化を達成した(山海・桜井、2017a b)。 

 

HAL®の場合は最初から医療用途を目指していた。その原理の汎用性の高さから多目

的展開が可能となったが、山海は、必ずしも高齢者対象の支援機器や医療機器開発

のみに目標を置いていたわけではなかったという(サイバーダイン社、2018)。 社

会の高齢化への懸念が高まる中、支援機器開発に着手しやすい条件がそろい、山海

はその機会を有効に活用して福祉分野や労働分野等のための HAL®の開発を進めた

といえるだろう。HAL®のロボットとしての多目的性は、支援機器としての HAL®か

ら医療用 HAL®としての承認を受ける際に遺憾なく発揮された。支援機器としての

HAL®の評判を高めることによって、サイバーダイン社は、開発資金調達能力を拡大

し、国内外で医療機器としての承認を得るのに必要なデータ収集・分析作業を短期

にえることができた。前述したが日本と外国では、支援機器の規制が異なるという

事情も医療用 HAL®の実現に有利であったと指摘されている(毛利、2017a)。  

 

山海は日本を代表するロボット博士として世間の人気を集めている。その才能とビ

ジョンが時代の要求とうまくかみ合い、ロボット界の看板的な存在といってもよく、

前述の FIRST などの他、政府の主だった支援機器開発助成プロジェクトにも、必ず

といってよいほど名を連ねている。さらに、NEDO は 2009 年に生活支援ロボット

実用化プロジェクトを開始し、日本の有望な介護ロボットを対象に本質安全と機能

安全の試験を行い、安全性のデータの蓄積と分析する作業を始めたが、サイバーダ

イン社もこの事業に参加しパーソナル・ケア・ロボットの安全性に関する国際規格 

(ISO13482) の策定に貢献した。さらに、このプロジェクトに好タイミングで参加

できたことが、2014 年に HAL®が世界で初めて ISO13482 の認証を取得するとい

う実績に繋がった（古川、2014）。なお、この国際規格ができたために、欧米での

販路拡張を目指す企業にとっては、医療機器対象の厳しい規格ではなく、支援機器

に適切な規格への対応が可能になった。山海は、新しいロボット支援機器の開発と

市場開拓を高める上で、この進展こそ、ISO13482 の最も大きな成果だと指摘して

いる（Lazarte、2014)。   
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現在、HAL®は日本でもっともよく知られたロボットといってよい。サイバーダイン

社は各地に HAL®の展示施設を設け、HAL®の時代を先取りしたカッコよさを積極的

にアピールしており、一般人はもとより学童の集団見学も絶えない。2016 年には

医療用 HAL®がロボット大賞の厚生労働大臣賞を受賞し、2017 年の夏には医療保

険会社のテレビのコマーシャルにも登場した。同年末には、米国の FDA が、医療用

HAL®を理学療法系と神経系の ２つの用途に使用できる医療機器として承認したと

いうニュースも伝えられた。次々に華やかなニュースを演出し、支援機器としてだ

けでなく、医療機器としてのイメージ・アップを促す HAL®への期待は大きい。 

※「CYBERDYNE」、「ROBOT SUIT」、「ロボットスーツ」、「ROBOT SUIT HAL」、「ロボットスーツ HAL」、「HAL」、

「Hybrid Assistive Limb」 は、CYBERDYNE 株式会社の登録商標です。 

 

パロ：認知症の高齢者を念頭にお

いて開発された介護ロボットのパ

ロは、HAL®と共に、日本を代表と

する新しい支援機器として外国で

もよく知られている。支援機器と

して出発し、医療機器の世界への

進出に積極的であるという点も HAL®と共通するが、各国における実証実験が進ん

でいるという点では、HAL®を凌ぐ関心を集めていると言ってよい。なお、パロと

いう名前はパーソナル・ロボットというカタカナから、2 つの単語の頭文字を取っ

てつけられたという。 

 

パロの外見は、タテゴト・アザラシの赤ちゃんで、抱きかかえると、｢肌触りが良く、

ちょうど良い重さと大きさ(体長 57cm 体重 2.5kg)｣のぬいぐるみであり、中身は

「 感じて、考えて、動く」機能を有するコミュニケーション・ロボットだ。開発者

の柴田崇徳は、前述の福祉用具法が成立した1993年に、産業技術総合研究所（略

称：産総研）でパロの開発を始めたが、その意味では、パロの開発もHAL®同様、

過去25年間の日本の支援機器の成長過程のシンボルであったといっても過言ではな

いだろう。パロの販売・クリーニング・メンテナンスを担当する知能システム社は、

HAL®のサイバーダイン社と同時期の2004年に設立され、国内外で本格的なパロの

©株式会社知能システム 
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販売・普及活動が始まった。2006年に、サービス・ロボット部門で第1回目のロボ

ット大賞を受賞したことからも、当時からいかに多くの期待がパロに寄せられてい

たかがわかる。 

 

コミュニケーション・ロボットとしてのパロは、動物のぬいぐるみという外見でま

ず人目をひく。動物との触れ合いは人に様々なプラスの効果をもたらす事は古くか

ら知られているが、柴田はこの人と動物の特別な関係に注目し、その利点をキープ

しながら生き物を飼う際に生じる問題点をロボットで解決したいと考えた。人に親

しまれている犬や猫ではなくタテゴト・アザラシの赤ん坊をモデルに選んだのは、

その愛らしい外見とともに、比較しやすい動物でない方が自然に受け入れられると

いう心理実験の結果を考慮に入れたからだという(柴田、2012)。デザイン面では視

覚・聴覚・触覚にアピールすることを大切にし、現実感を出すために本物のアザラ

シの赤ちゃんの鳴き声を録音して使用したり、人が好ましいと思うであろう、柔ら

かな純白の毛並みのボディーにしたという。さらに、心身の機能が低下している人

が身近に接触することを想定し、素材の選択と縫製には特別な注意を払ったという。 

 

パロの内部には、各種のセンサー、２台分のコンピューター、身体の７箇所を動か

すための静穏型アクチュエーターが搭載されている。バッテリーは一度充電すれば

５時間は持つものが使用されている。これらの機械がシステム化され、呼びかけら

れたり撫でられたり昼夜で明るさが変わったりすると、それらの刺激に対し生き物

らしく反応するようにプログラムされているのがパロだ。例えば、ペットは撫でら

れると気持ちよさそうに反応するのが普通という人間の期待に応じ、パロはその期

待に沿うような仕草をするようプログラムされている。限られてはいるが学習機能

も備わっており、持ち主が名前をつけて繰り返し呼びかけると、それに反応するよ

うになり 使い手の好みに近づく｣状況が生まれるという。 

 

パロはペットが飼えない高齢者を対象に、まず、国内でペットの代替品として販売

を開始した。値段は「買える値段」ということを配慮し、40万円前後にしたと柴田

(2012)は述べている。当時、日本ではアニマル・セラピーの知名度は低かったが、

デンマークのコペンハーゲン市の認知症センターが、動物の代わりにパロを使って
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アニマル・セラピーをするというアイディアに大きな関心を示した。2006年から

2008年の2年間、同センターは「Be Safe」というデンマークの国家プロジェクト

から予算を得て、認知症高齢者のケアを支援する機器や技術の実証実験や臨床評価

を行っていたが、パロもその一つに抜擢された。アニマル・セラピーは、米国を中

心に1970年代に盛んになった心理療法で、動物との接触は人間の身体・生理・精神

に好影響をもたらすという認識に基づき、犬や馬など人に親しみのある動物を使っ

て行うセラピーだ。1980年以降臨床実験のデータも発表され欧米では人気があるが、

心理療法としてはさらなる整備が必要とする声もある（Fine & Beck、 2010; 

Kruger & Serpell、2010)。デンマークでは、アニマル・セラピーが高く評価され

る一方、コストやリスク・マネジメントが懸念されていたので、パロを動物の代わ

りに使うロボット・セラピーという発想への期待は大きかった。 

 

認知症センターでの実証実験は大成功をおさめ、国を代表するデンマーク技術研究

所(Danish Technological Institute-DTI)から、パロをヨーロッパで販売したいと

の紹介があった。しかし、柴田は、技術系の研究所であるDTIには、認知症ケアや

高齢者介護に関する知識・経験・人材が不足していることを懸念し、その対策とし

て、DTIが認知症センターのBe Safeプロジェクトのリーダーを雇用することと、産

総研と共同でパロの普及に必要な能力を高めることの条件を付けた上で、その申し

出に同意した。この同意に基づき、DTIは2009年にパロの普及・販売活動開始し、

オランダ、ドイツ，フランスや北欧への進出の拠点となった。普及には、ユーザー

会議の開催や、パロを使ってセラピーをする人の養成やネットワーク創りなど様々

な活動が展開された。その後、DTIはこの手法をパロ・モデルとして他の支援機器

への活用を図ったが、その試みはあまりうまくいかなかったと柴田（2018)は指摘

している。 

 

DTIでの経験は介護ロボットとしてのパロの可能性と期待を裏づけるものであり、

日本の介護ロボット分野全体にとっても、新しい支援機器がEUで商品として成功す

るために必要な諸々の条件やプロセスを学ぶ貴重な経験であった。さらに、テクノ

ロジー優先のイノベーション（technology-driven innovation）とも指摘される日

本の支援機器開発に対する、警告でもあった。使い手のニーズや使い勝手に対する
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配慮が欠ける介護ロボットもあるという声は、さがみ特区の報告書など国内でも一

部表面化していた。これらの懸念はパロに向けたものではなかったが、パロが率先

して行ったEUや米国への進出の結果、性能・安全性・利便性などのデータを揃えた

パッケージとしてのイノベーションの完成が必要、という認識が深まったといえる

のではないだろうか。さらに重要な教訓は、DTIのような評判が高い組織であって

も万能ではなく、むしろ、パロの普及にかかわることによって学ぶことが多かった

という点であろう。その意味で、パロ・プロジェクトはDTIにとっても組織の能力

を高める貴重な体験だったといえる。 

 

パロのユーザー会議は、2009年にデンマークで開催されたのをはじめとし、日本国

内でも、2012年以降、パロを用いたロボット・セラピー研究会として内外の研究者

や介護現場の関係者を集め、毎年の様に開催されている。また、今日では認知症の

患者の他、学習障害を持つ児童のためのセラピーなどとしてもその利用が検討され

ており、パロは2011年の東日本大震災の被災者にも贈られ話題となった(柴田、

2012)。 

 

介護ロボットの成功の秘訣は、機械の先進性や目新しさにのみに頼るのではなく、

安心して使える支援機器であることを示すことが大切であることについては前述し

た。その観点から、パロの場合、「考える」ロボットとしては時代の先端ではなく、

人工知能の程度が適度である点がプラスとなっている点が興味深い。この点につい

て、デンマーク国家生命倫理委員会（The Danish Council of Ethics、2016）は、

キズメットというロボットとパロを例にとり、人とロボットの間に社会的・感情的

な絆を築くには、高度の人工知能は必ずしも必要としないと指摘している。同委員

会は、さらに、パロのようなコミュニケーション・ロボットの場合、倫理面から検

討されるべき点の焦点は（１）ロボットが人との触れ合いを補足するのか、それと

も、その代替として使われるのかであり（２）治療効果が一種の「欺瞞」によるも

のかどうか、であると指摘している。意図的に代替するつもりでなくてもそうなっ

てしまう場合があり、また、治療を目的とする欺瞞がすべて悪いわけではないと断

ったうえで、使用に際しては責任能力のある人（介護をする人）が、使う人の尊厳

を守るよう常に注意を払うことが利用上の条件である、というのが同委員会の勧告
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だ。 

 

パロの販売実績は、2017 年現在、世界 30 カ国以上 5,000 体と報告されている。 

パロは、米国でも FDA から医療機器の II クラスとして認証され、利用範囲も認知

症の問題行動のマネージメントを始め、うつ、痛みの改善や脳梗塞後のリハビリと

広がっている。メディケアや民間会社の医療保険も、医師から「パロを用いたバイ

オフィードバック・セラピー」の処方箋が出れば使えるようになった。バイオフィ

ードバック・セラピーは患者自身が脳の働きを活用する方法を学ぶことによって、

生理機能の改善や健康の増進を図る療法で人気が高まっている。テキサス大学のパ

ロを使ったランダム化比較試験(RCT)の結果でも、認知症患者の問題行動のマネー

ジメント効果に加え、鎮痛薬の投薬量の減少などが報告されている（ピーターソン、

2017）。その他、Jones（2018) や Jøranson (2016) も、パロの効能を示す RCT

の結果を発表している。前者は、パロは中程度位までの興奮状態の緩和に役立つと

結論しており、後者は、問題行動のコントロールに必要な投薬量が減ったと報告し

ている。 さらに、Lane (2016) は、米国の退役軍人専用の介護施設の入居者 23 人

を対象に 18 ヶ月の調査を行ったが、この場合もパロの導入によって、投薬量の必

要が減少したという結果が報告されている。香港中国大学もパロを利用したセラピ

ーの RCT を行う計画を発表しているので、その結果の報告も待たれている（Yu、

2015）。 

※「メンタルコミットロボット」は国立研究開発法人産業技術総合研究所の登録商標です。 

「パロ」は株式会社知能システムの登録商標です。 

 

comuoon： 先端を行く介護ロボットとして、RT.2、

HAL®、パロの3例を紹介したが、ロボット以外の新し

いタイプの支援機器の開発も進んでいる。その代表例

に挙げられるのがcomuoonだ。comuoonは、ユニバ

ーサル・サウンドデザイン社が開発した｢卓上型難聴

者支援システム｣であり、会話の聞こえをよくするに

は、クリアな音の再生が重要であることに焦点を当てたサウンド・テクノロジー分

野のイノベーションだ (ユニバーサル・サウンドデザイン、2014)。 comuoonは一

般的な老化現象の一つである加齢性の難聴に特に有効だと、開発者の中石真一路 

©ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 
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(2017) は指摘する。なお、アルファベットの綴りで紹介されることが多い

comuoonというユニークな名前は、英語のcommunicationと繭を意味する単語

cocoonをかけあわせた造語で、頭文字のｃも小文字が使われているので、本稿でも、

そのまま使用する。 

 

comuoon は、縦型のマイクと卵型スピーカーの 2 つの部品がセットになったポー

タブルの装置だ。スピーカーは握りこぶし大の大きさ、マイクも鉛筆のように細長

く、机上の他の備品と自然に調和するようスマートにデザインされている。健聴者

の前にマイクを置き、難聴者の前にスピーカーを置いて話すのが基本的な使い方だ

が、その配置が聞こえに影響するので両者が位置を確認しあう配慮を自然に行うよ

うになり、その結果、コミュニケーションは、話し手と聞き手の両者の協力で成り

立つ、という当たり前の原則が無意識の内に再認識されるというデザイン上の工夫

でもあるという(中石、2017)。補聴器のような装具ではなく、環境の中に設置して

難聴者のコミュニケーションをサポートするというのも新しい発想であり、ICF の

理念に近づくイノベーションとして注目されてよいのではないだろうか。comuoon

の設置にふさわしいコミュニケーションが大切な場所としては、クリニックや病院

の診察室、銀行や役所の窓口、学校の教室、会社の会議室、家庭の居間や食堂まで、

広範囲の場面が想定されているが、タクシーに取り付けて乗客と運転手のやり取り

をスムーズにする試みも報告されている。 

 

comuoon の話し声をクリアな音に再生する秘密は、特許を取得したスピーカーに

隠されている。comuoon のスピーカーの主な特徴は（１）音を濁らせる原因の接

着剤の使用を最小限に抑え（２）アルミ製の蜂の巣状（ハニカム構造）の振動板に

よって会話の中でも聞き取りにくい高い周波数の音域の再現能力を高め（３）スピ

ーカーの内壁を卵状に湾曲させることによって音を濁らせる原因になる定在波が発

生しにくくし（４）振動板をスピーカー内のくぼみに据え付けることによってスピ

ーカーから出される音の拡散を防ぎ、小さなスピーカーでも音圧（デシベル）が高

く壁からの反響の少ない音を聞き手に届けられる、の４点に集約される。これらの

機能が満載されたスピーカーに加え、話し手の正面に置かれるマイクにも仕掛けが

あり、話し手以外の音が収録されるのを最小限に抑えられるよう、細い縦型にデザ
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インしたという。中石（2017）は、これらのイノベーションは補聴器の枠を飛び出

したことによって実現が可能になったと指摘している。 

 

加齢性の難聴の問題は日本の場合、特に深刻だといわれている。ごく一般的な高齢

期の障害であるにもかかわらず、補聴器の普及や対策の遅れが目立ち、大橋

（2013）は、「日本では、聞こえの保証はほとんど重視されてこなかった」とさえ

断言している。特別養護老人ホームや老人保健施設に入居する高齢者のほとんどが

補聴器を装着していないのが現状だとも指摘している。欧米諸国の中には、専門の

訓練を受けた技士により個人的にフィッテングされた医療機器としての補聴器の原

則を確立している国もあり、反面、日本ではインターネットや店頭で安く買える集

音器も補聴器としてまかり通ってきたという事情がある。 

 

さらに、例えば、英国の国民保険サービス制度（National Health Service-NHS）

は、一括して補聴器を買い付け、それを難聴の受給者に無料でレンタルしているの

に比べ、日本の場合、入手は個人負担が原則というのも補聴器の普及を遅らせてい

る。補聴器はごくベーシックなものでも、片耳 5 万円から 10 万円はするので高す

ぎて買えないという苦情も多く、利用率も低い。また、価格の安い集音器を補聴器

と思って使う人も多く、そのため、性能に対する評価や満足度も低い(Ikeda、

2017)。良い補聴器を正しく使った場合でさえ、加齢性の難聴に悩む人の場合の聞

こえは 70%ぐらいにとどまると指摘されており (増田、2017)、制度上の問題が

重なる日本の場合、難聴は高齢者が直面する深刻な問題と指摘されるのも当然だ。 

 

補聴器は話し声の範囲の音圧を電気的に大きくすることによって聞こえをよくする

ことを狙った機械だが、耳に装着する小さな機器として、技術面での制約が大きい。

聞こえをよくするには、音圧を高めて音を大きくするだけではなく、音自体をクリ

アにする必要があると考えた中石は、補聴器の装着という条件を外すことによって、

雑音を減らしたり音をクリアにしたりしやすい技術開発の環境を作った。これは、

障害の問題の解決策として生活環境の整備重視する ICF の理念とも合致する。また、

近年、日本政府は、軽度から中程度の障害を持つ人のための支援機器の開発に関心
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を寄せており、comuoon が軽度から中程度（20―70 デシベル）の難聴を対象とし

ている点とも合致する。 

 

興味深いのは、中石は現在 comuoon の技術を応用した補聴器の開発に従事してお

り、その完成も間近だという点だ。この試みが完成すれば、環境型 comuoon の利

用、comuoon 補聴器の使用、環境型と装着型の両方の併用と、聞こえの状態によ

り、3 つの選択肢が可能になると中石(2017)は指摘する。無論、現在市販されてい

る補聴器と環境型 comuoon の併用も可能だ。 

 

comuoon の性能や有効性に関するデータはまだ少ないが、東京都立産業技術研究

センター（2016）は、comuoon の音圧（デシベル）検査を行い、会話の聞き取り

をよくするのに重要な 1000 ヘルツから 2000 ヘルツの音圧を高める能力に優れて

いると報告している。また、九州大学の研究チームは外来の難聴者を対象に調査を

行い、軽度から中度の難聴者の場合、 comuoon の使用により聞き取りに改善が見

られたと報告し、補聴器との併用による聞き取りの改善の可能性にも言及している

(野田、2015)。広島大学宇宙再生医療センター野聴覚リハビリテーション・グルー

プは、人間の脳は音の大きさだけでなく明瞭度の高さが聴こえに大きく影響してい

ることをブレイン・マッピングを用いて示し、米国の神経学関連誌 Neuroreport に

発表している（Nakagawa and Nakaishi et al.、017）。ブレイン・マッピングは

日本語で脳機能マッピングと呼ばれているが、脳の各部分の機能を明らかにし難病

の治療や機能の回復・向上を目指す分野で、脳の解明を地図を作る作業に見立てこ

の名称がつけられた。現在は、大脳皮質を中心に世界各国で研究が進められている。

上記の研究成果に基づき、comuoon は認知症グループホームの難聴の入居者の対

話の場に導入され、対話頻度を向上させる研究が進められている。聴覚リハビリの

ツールとして使える可能性が明らかになれば、comuoon も HAL®やパロに続き、

医療機器としての道が開かれる可能性が生まれる。 

※「comuoon」はユニバーサル・サウンドデザイン株式会社の登録商標です。 
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ディスカッション 

高齢化する日本社会に、市民の関心と不安が高まり始めてすでに 40 年以上が経過

した。その長い時間のながれの中で、1972 年に出版された有吉佐和子のベストセ

ラー「恍惚の人」が果たした役割が、改めて思い起こされる。この小説は、認知症

という用語さえ存在せず痴呆とかボケとか言われていた時代に、この疾病に対する

認識を高め、高齢者の介護は嫁が孤軍奮闘するという社会の仕組みに疑問を投げか

けた先駆的な作品だった。1995 年には、佐江衆一の「黄落」がベストセラーとな

り、「親の面倒を見るのは嫁の責任」という社会通念が崩壊し始めた後の、家族介

護の混乱と不安が浮き彫りにされた。 

 

同時期、日本では経済の見通しに対する不安が高まり始めていた。圧倒的な優勢を

誇っていた産業ロボット界も各国の追い上げ激しく、その影響が自動車産業などの

主要産業にも出始めていた。この事態に直面し、当時、次の成長産業として世界的

に注目され始めていたのがサービス・ロボット分野であり、日本もこの分野で新境

地を開拓しロボット産業のリーダーの地位を保持するという戦略が浮上した。以後、

サービス・ロボットの開発は多角的に進められることになったが、社会の高齢化に

対応する介護ロボットの開発もその一環として、日本の切実な状況に即した方策と

して力が注がれることになった。支援機器に最新のテクノロジーを導入するという

試みは、米国などですでに始まっていたが、支援機器の開発を高齢化する社会の解

決策と経済復興の手段に結びつけたことで、日本独自の支援機器イノベーションの

方向が定まったといえよう。 

 

1993 年の福祉用具法を出発点とした日本の支援機器のイノベーションは、政府主

導で進められてきたといってよい。高齢者のニーズ、経済復興、ロボット産業の新

境地開拓の 3 点の連携を軸に、経産省と厚労省の協力体制の強化や NEDO の積極的

な介入などの枠組みが築かれたが、この方向性は今日まで一貫している。また、焦

点は介護ロボットのイノベーションであるが、その他のイノベーションについても
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柔軟な姿勢が示されている点も、日本の支援機器イノベーション政策の特徴といえ

る。 

 

これまでの支援機器イノベーション活動は経産省とロボット工学者が中心になって

進められ、厚労省の影響力は限られていたという印象が強い。経産省の積極的な活

動により新たな資力や才能が支援機器分野に投入され大きなプラスになったが、反

面、高齢者とその家族や介護施設のニーズへの理解が不十分な事態も生じ、日本は、

テクノロジー優先の支援機器イノベーションに偏りすぎると批判された。日本の場

合、医療機器と異なり支援機器には規制がなく、介護ロボットもその環境の中で開

発されてきたため、臨床テストやその他のデータの収集と分析を通じた情報公開の

必要性に対する認識が薄かった点への認識も深まった。 

   

臨床テストやその他のデータの必要性が広く認識されるようになるのは、2000 年

代の中盤に介護ロボットの海外進出が本格化し始めてからだ。EU や米国では支援

機器も医療機器として扱われており、医療機器としての認証を受けなければそれら

の国に販路を広げることはできない。そのような諸外国の事情も配慮しつつ、高齢

者を対象とした臨床テストのデータの収集に力を入れ、早くから公表してきた代表

的な例としてはパロが挙げられる（Shibata 2001; Saito、2002； 柴田、2003）。

支援機器のイノベーションが進む 今日、パロなどの先例や経験を充分に活かし、効

能、安全性、利便性などの情報が分かりやすい形で保証されるよう、制度上の整備

が期待される。 

 

特に、パロは独創性・ロボット技術・丁寧な製品作りが生かされた完成度の高いコ

ミュニケーション・ロボットだが、認知症高齢者のセラピーに使えるとしてデンマ

ークの関心を惹き、有望な介護ロボットの普及を支援するプロジェクトに招かれた。

これを機に、パロの存在は、ヨーロッパ、米国、アジア諸国等に広く知られるよう

になり、販路が拡大した。他方、デンマークも、パロを使うセラピーを在宅の認知

高齢者の訪問療法に取り入れることに成功した。 
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パロやその他の介護ロボットが海外市場で得た教訓をまとめると（１）現地の有力

な研究施設と協力関係を結ぶのは海外進出の上で効果的（２）国内でも支援機器の

臨床テストが行えるよう制度上の整備が必要（３）テクノロジー優先の開発姿勢は

再考の時期、の 3 点が浮かび上がってくる。この内、長期的にみて最も重要な教訓

は、国内における支援機器の臨床テスト能力を整備する必要であり、2010 年頃か

らその目標に向かっていくつものプロジェクトが組まれてきた。大学や研究機関に

おける支援機器の臨床テスト活動を活発化させ、この分野の専門職を育て、効能・

安全性・利便性などのデータの収集・分析・公開を行うシステムを構築するなど多

面的な制度づくりが今後も必要だ。 

 

日本は、また、NEDO が中心になって世界初のパーソナル・ケア・ロボットの国際

安全規格である ISO13482 の策定に、ドイツとともに積極的に取り組んだ。この経

験は、パーソナル・ケア・ロボットの分野のリーダーシップを確立する上で重要な

ステップであったといえる。ただし、問題として残るのは、日本と他の国々の間に

支援機器規制にまつわるギャップが存在するという事実だ。介護ロボットを中心に

支援機器の複雑化がすすみ、医療機器と支援機器の境界が、ますます、曖昧になり

つつある今日、支援機器を使う高齢者の安全を守るという観点からは、日本の制度

の見直しも検討されるべきであろう。介護ロボットではないが支援機器の事故が国

内で相次いだこともあり、家庭で使う支援機器の安全性に関する懸念も社会問題化

した。しかし、現状では支援機器規制の動きは見られず、かわりに、支援機器専用

の JIS マークや臨床的評価事業など、任意の第三者評価のシステムを育てる計画が

実行に移されている。それらが、規制不在のギャップを埋められるか否かの答えは

今後に残される。ISO13482 の策定と関連し、今後、どのように自体が進展してい

くのか注目される。 

 

臨床テストや実証評価の必要の認識が高まるにつれ、今後は、厚労省が果たす役割

の比重が増すことが予測されると共に期待される。厚労省には、介護ロボットやそ

の他の新しい支援機器を、安全で、役に立ち、かつ入手しやすい価格で高齢者に提

供する制度を維持・発展させていく責任があるが、具体的には介護保険制度下の福

祉用具貸与プログラムを有効に活用し、介護ロボットを含む新しい支援機器の普及
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を促進することが望まれる。現在、5 品目の介護ロボット系製品が、レンタル機器

に指定されているが、タイムリーに申請機器の審査を行い、対象製品の数について

も柔軟性を持って増やせるよう、さらなる制度上の整備が必要だろう。また、現在

は個別に福祉機器をレンタルできない介護施設の入居者についても、当人の必要に

応じた使いやすい支援機器をレンタルできるよう制度の改善が求められる。 

 

市町村や地域の団体の果たす役割も無視することはできない。さがみ特区や岡山特

区に加え、その他の市町村でも支援機器イノベーションの普及にむけて独自の取り

組みが始まっている。特に、利用者からのデータの収集にこれらのプログラムが果

たす役割は貴重だ。しかし、残念なことに、これらのデータは収集や共有の仕方に

連携不足の感が免れない。今後、組織間の連絡や協力関係を強化し、データが能率

的に積み重ねられていくような配慮が求められているのではないだろうか。 

 

いろいろな角度から、日本の支援機器開発を考えた場合、必然的に湧き上がってく

るのは、誰のためにどのような支援機器のイノベーションを進めていくのか、とい

う本質的な疑問だ。社会の高齢化に対す関心は、ともすれば、介護をする家族の窮

状への同情や懸念が主になりがちだ。加えて、介護職の専門化が進むにつれ、介護

職の心身のストレスや待遇の問題にも関心が高まった。それらを反映し支援機器の

イノベーションも、介護をする人を重視する形で進められてきた。利用者の声を取

り入れる際も介護の家族や施設介護者の調査になりがちであり、高齢者の意見や考

え方も介護職や家族が代弁するのが普通であった。 

 

高齢社会において、介護の重責を負う家族や介護職の考えが重要であることは疑う

べくもないが、政策の焦点が高齢者の自立に移り、介護予防のための支援機器の必

要が説かれるようになった今日、スローガン的に使われる感のある自立、特に、高

齢者の自立について、高齢者自身の考えを中心に明確に捉え直す必要がある。介護

ロボットを含む支援機器のイノベーションについても、高齢者が支援機器を試験的

に利用できる機会を大幅に増やし、その具体的な体験をもとにした高齢者自身のフ

ィードバックが大切なのではないだろうか。岡山市の在宅高齢者向けの福祉機器貸

与事業がその先鞭をつけたが、さらに、デンマークやスウェーデンのユーザー・ド
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リブン・イノベーションの手法をさらに検討するのも大切であろう。この手法が高

齢者の自立生活を支援する機器の開発にどのように役立っているのか、どのような

視点から市場性とのバランスを目指しているのか興味深い。 

 

結論 

日本は過去 25 年間、高齢社会の課題解決と経済復興という二つの目標を掲げ、介

護ロボットを中心に支援機器の開発を国家事業として推進してきた。本稿では、こ

の分野における日本のユニークな歩みを紹介し、それを支える要因と将来の展望を

考察した。さらに、RT.2、HAL®、パロ、comuoon の四点の支援機器のイノベー

ションを日本の独創性と技術力の具体例として紹介した。これらの具体例を含む現

在の支援機器のイノベーションが高齢者の自立をサポートし、掲げられた二つの目

標達成に実質的な貢献ができるかの答えは、まだ出ていない。 

 

しかし、介護ロボットを含む新しい支援機器によって高齢者の自立生活が根本的に

変革される日が近いことに疑いの余地はない。その変革を如何に高齢者自身に納得

のいく生活の質の向上に結び付けていくかが、今後の課題だ。 
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